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農林水産業における通信環境整備に関する要望

農業
• 農村における携帯電話網等の早期整備

• ローカル5Gの農業利活用促進

• 3G回線の停波に伴う4G回線等カバーエリアの拡大

林業
• 山林における携帯電話網等の早期整備

• 3G回線の停波に伴う4G回線等カバーエリアの拡大

• 衛星通信サービスの高速化及び低廉化

水産業
• 沿岸域における携帯電話の不感地帯の解消等

• 衛星通信サービスの高速化及び低廉化

1









携帯電話基地局による海上のエリア化について

（注釈）NTTドコモHPより作成

 携帯電話は、陸上に設置された基地局と携帯電話端末の間で電波が届く範囲で利用可能なシステム。

 沿岸域では、一部陸上の基地局の電波によりエリア化がされているところ、概ね領海ぐらいまでは

エリア化※ 。（各社HPによりエリアマップは公表）

 それよりも陸上から離れた海域では、技術的理由等により、エリア化は困難。

※個別の不感地域については、現状の調査、技術的対策やコスト負担の検討等が必要。

【瀬戸内海近辺】 【首都圏近辺】
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海上の携帯電話エリア
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